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第2章　ステーブルコインと法律

以下、電子決済手段の定義を確認し、電子決済手段と有価証券や他の決

済手段等との関係を検討した上で、ステーブルコインの法的性質に関する

議論を検討していきます。

 電子決済手段の定義

電子決済手段とは、資金決済法に規定された決済手段のうちのひとつで

す。ステーブルコインには、大きく分けてデジタルマネー類似型ステーブ

ルコインと暗号資産型ステーブルコインが存在するといえますが、電子決

済手段は、主としてデジタルマネー類似型ステーブルコインを念頭におい

て規定されています。電子決済手段の発行を行う場合、銀行業の免許、資

金移動業の登録、または信託業の免許が必要になる場合があり、また、電

子決済手段の交換等を行う場合、電子決済手段等取引業の登録が必要にな

る場合があります。そのため、電子マネーやブロックチェーン上のトーク

ンが電子決済手段に該当するか否かは、実務上しばしば問題となります。

電子決済手段は資金決済法において定義されていますが、具体的には以下

の４つの類型が挙げられます（資金決済法２条５項）。

図表　電子決済手段の法令上の位置づけ
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ステーブルコインを分類するさまざまな着眼点について解説します。 

 「償還を約するかどうか」による分類

「発行体が償還を約するかどうか」「発行体が償還を約している場合、ど

の資産で償還するか」はステーブルコインを分類する上で極めて重要です。

ステーブルコイン発行体が法定通貨で償還を約している場合、発行体は

資金移動業や信託、預貯金取扱金融機関相当のライセンスを保有している

と通常考えられます。

一方で、暗号資産で償還を約している場合は、スマートコントラクト等

のアルゴリズムによって価値を保つよう設計された場合など発行体が存在

するとは限りません。しかしながら、ライセンスをもった発行体が存在し

ない場合はスマートコントラクトに不具合が発生した場合に責任をとる主

体が存在しない可能性が高く、利用は自己責任・自己運用の範囲となりま

す。DAI のように国内でライセンスを有する暗号資産交換業者で安定し

て取引がされている場合は暗号資産交換業者経由で換金できる期待がある

程度認められるためまだ良いのですが、そうでない場合は通常、取引しな

い方が良いと考えられます。

 発行体による分類

発行体は国内事業者の場合もあれば海外事業者の場合もあり、アルゴリ

ズム型の場合など発行体がわからない場合もあります。代表的な発行体は

信託事業者、資金移動業者、預貯金取扱金融機関、暗号資産交換業者、前

払式支払手段発行業者、無償ポイント発行業者等が考えられます。

ステーブルコインの分類
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ステーブルコインの一部が「電子決済手段」に位置づけられることで、

今後、多くの個人および企業が決済手続きの中で「電子決済手段」を利用

することが見込まれます。そして、電子決済手段を利用することで、勘定

科目に「電子決済手段」を計上することになると想定されます。ステーブ

ルコイン、そして「電子決済手段」は、税理士にとって理解が必要不可欠

なキーワードになります。

本章では、税理士としてステーブルコインを扱う上での「正確な情報」、

「考え方」、そして、税務処理上ありがちな間違いを防ぐためのポイントを、

さまざまな角度から確認していきます。

 決済手段としてのステーブルコイン

決済とは、商品・サービス等の提供を受ける対価を相手に渡すことをい

います。

現在は、現金を対価として渡す、または、現金を銀行経由で振込みをす

るなど貨幣で行うことが主ですが、決済の起源は、物々交換です。相手に

渡す対価が、綺麗な貝や大きな石から、金貨、そして貨幣へ進化を遂げ、

決済手段そのものが、時代とともに変化してきました。以下では、近年の

デジタル化に伴う経済圏の変化と、ステーブルコインに至る新しい決済手

段がどのように日本社会に広がり、税務や会計に影響を及ぼすことになる

のかを検討していきましょう。

決済手段になるはずだった暗号資産

代表的な暗号資産のひとつであるビットコインは、Satoshi Nakamoto

による論文「ビットコイン：P2P 電子通貨システム」1 に基づいて開発、

1 Satoshi Nakamoto 著（hakka 訳）「ビットコイン：P2P 電子通貨システム」https://bitcoin.org/files/
bitcoin-paper/bitcoin_jp.pdf

ステーブルコインが税務上、
注目される背景
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国税庁は、令和５年 12 月 25 日「暗号資産等に関する税務上の取扱い

について（情報）」において、「電子決済手段に関する税務上の取扱い」を

初めて公表しました。

これにより、ステーブルコインのうち「電子決済手段」となるものにつ

いては、明確な税務処理が可能となります。

以下、電子決済手段の取得時・譲渡時・期末時における課税関係が整理

されている部分を抜粋して掲載します（「暗号資産等に関する税務上の取

扱いについて（情報）」国税庁より抜粋）。

３－２－１　電子決済手段の取得時の課税関係〔令和５年12月追加〕

答　電子決済手段の券面額に基づく価額が税務上の取得価額となります。

電子決済手段は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額に

基づく価額と同額で償還を約するもの及びこれに準ずる性質を有するもの

とされており、要求払預金に類似する性格を有し、金銭債権に該当すると

考えられます。

ところで、会計上、電子決済手段を取得した場合は、その受渡日にその

電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計

上し、その電子決済手段の取得に際して払い込んだ金銭の額とその券面額

に基づく価額との間に差額があるときは、その差額を損益として処理する

こととされています。したがって、税務上も、電子決済手段はその券面額

をもって取得価額とし、その払い込んだ金銭の額と取得した電子決済手段

の券面額に基づく価額との間に差額があるときは、券面額に基づく価額に

満たない部分の金額又は券面額に基づく価額を超える部分の金額は、電子

問　当社は電子決済手段を金銭の払込みにより取得しました。この場

合の税務上の取得価額はどうなりますか。

「電子決済手段」の税務上の留意点
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